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ストック活用時代の大規模団地再編への展望
ストックを活かしながら団地の構造（仕組み）を再編し、多様で自立
的（持続的）な “ まち ” へ再生する修復型団地再編の提案 ver.1(2012)
〜 その 1：建築基準法 86 条   一団地の解体〜

■修復型団地再編の提案
　住宅の老朽化や設備の陳腐化、高齢化率の上昇や
コミュニティの弱体化などの社会的問題をも抱えて
いる大規模公的集合住宅団地の再生に際し、住宅お
よび環境ストックの活用を図りつつ、住民が守り育
て自立的に更新していけるような “ まち ” に再編する
考え方を、京都府八幡市のＵＲ男山団地を舞台とし
て提案＜ ver.1(2012) ＞し、図面と模型を公開（於：
大阪市、吹田市、八幡市）した。
　「一団地建築物設計制度」でつくられている大規模
な “ 団地 ”（＝敷地）の中に公道を通し、各々の住棟
が単一もしくは小規模な単位の敷地に接するように

して、それぞれが同時多発的に自由に、自立更新で
きるような形態に再編するという提案である。こう
することによって、（将来）それぞれのコミュニティ
や住棟単位の動機に従って、今までの居住領域を大
切にした範囲での移転などを行い、もともとの住棟
の、保存・増改築・改修・再生・建て替えなどを行い、
結果として多様な建築物から構成されるまちに再生
することが可能となる。全面的な建て替えではなく、
耐震上問題のない階段室型中層住棟を残しながら、
居住者参加によって小さなコミュニティごとのそれ
ぞれの実態や意向に応じた対応を可能とさせる提案
で、現行法制度で実現可能な提案である。

再編提案前（上：A 団地 ／ 下：B 団地）
　　　　均質で外部に閉じた団地の風景 再編提案後（A 団地 案）   場所に応じた多様な再生の風景が実現

再編提案後（B 団地 案） 再編提案後（C 団地 案）
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１. 大規模公的集合住宅団地の抱え
　  る課題 
　わが国の人口拡大・都市化の時代
に大量に建設された集合住宅団地
は、住宅の老朽化や設備の陳腐化な
どの物理的な問題のみならず、高齢
化率の上昇やコミュニティの弱体化
などの社会的問題をも抱えている。
また、大量のストックがあり資金面
の問題等から建て替えは困難であ
り、その多くがストック活用による
再生が目されている。
　20 世紀の団地計画・開発技術は、
多大な戸数ニーズを反映し、大量供
給・標準化が特徴となり、巨大で均
質かつ外部に対して “ 閉じた団地空
間 ” を現出させた。これに対し、団
地再編は、住宅等のストックの活用
を図りつつ、住民が守り育て自立的
に更新できるとともに、周辺に対し
て開かれた地域住環境を形成する
“ まち ” に再編することが目的とな
る。しかし、全面的な建て替えの事
例を除き、ストックを活用しつつ行
われた事例は、住戸・住棟改善のレ
ベルで事業主体が単独で行なうにと
どまっているのが現状である。
　元々、都市基盤が整っていない地
域に効率的に多くの住宅を供給する
目的で建設された団地は、周辺地域
から独立した生活空間を形成せざる
を得なかった側面がある。市街地化
された周辺環境と連続した地域環境
としての再編が、団地にとっても、
地域にとっても重要で、地域全体を
見据えた再編が求められる。しかし
ながら、団地を合理的に建設するた
めにつくられた、建築基準法第 86
条の規定による「一団地建築物設計
制度（一団の建築群をひとつの敷　
地の一つの建物と見なす制度）」が
個別の更新を難しくさせている。つ
まり、＜一つの敷地に一つの建築
物＞が原則の建築基準法の特例とし
て、団地は大きな一つの敷地に複数
の住棟があたかも一つの建築物のよ
うに扱われており、一つ一つの住棟
の個別の修繕や増築、建て替えが大

変難しい実態となっている。
２. 提案の対象地
　本提案では、京都府八幡市のＵＲ
男山団地を対象として、ストックを
活かしながらの再生が可能となるた
めに必要な再編手法の考え方を提示

（提案例示）している。男山団地は、
1972 年（昭和 47 年）に入居開始
された中層主体の賃貸住宅 4,600
戸からなる大規模団地で、1,300 戸
の中層分譲住宅も併存し、人口 7 万
4 千人の八幡市において１万人近く
が暮らしている。
　ＵＲでは、現在、団地の集約化（縮
小）を行い、まとまった整備敷地を
確保して、ストック活用を図るとい
う分類の団地となっている。この男
山団地は集約化に分類されているＵ
Ｒ団地としては 2 番目の規模となっ
ている。しかしながら、2010 年 6
月の京都新聞では、「男山はベッド
タウンではなく、ライフタウン。つ
いのすみかです。」という団地住民
の声を紹介して、集約化に対する
不安の声を伝えている。提案は、住
み続けたい住民に、できるだけ好ま
しい環境に再編し住み続けてもらえ
る、あるいは住み継いでもらえる団
地再編を目標に、従来の集約型とは
異なるストック活用の形態を提案し
ている。男山団地は、図 2 に示すよ
うな大きな単位で、一団地として建
設されておりますが、分譲と賃貸が
一つの一団地にもなっており、それ
ぞれの更新に際しては、この制度の
廃止、解体は必須の状況だと考えら
れる。
３. 提案の考え方
3-1.「一団地建築物設計制度」の廃
　　 止、縮小等の解体 
　「一団地建築物設計制度」でつく
られている大規模な “ 団地 ”（＝敷地）
を、（公道を入れる等して）小規模
な単位に区分し、（それぞれが同時
多発的に自由に）自立更新できるよ
うな形態に再編し、居住者が主体的
に参加できるスケールの領域、空間
単位、住棟単位に再編することがな

によりも重要である。こうすること
によって、（将来）それぞれのコミュ
ニティや住棟単位の動機に従って、
今までの居住領域を大切にした範囲
での移転などを行い、もともとの住
棟の、保存・増改築・改修・再生・
建て替えなどを行い、結果として多
様な建築物から構成されるまちに再
生することが可能となる（図 2）。
3-2. 団地の “ 空地 ” という財産、ス
　　トックの社会的な活用
　団地内の環境改善、地域との連続
性の創出を図りながら、ストック活
用のための住棟の改修等、再生資金
をできるだけ団地内で確保すること
が必要である。ただ、残念なこと
に、近年行われている全面建て替え
型のプロジェクトでは、その（法制
度上の）余裕を新たな床面積の増加
に使い切り、将来必ず必要になる建

図 2. 男山団地の一団地認定

図 1. 周辺市街地との連続性に欠ける団地
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て替えのことや地域環境の向上整備
といったことがほとんど考えられて
いない事例が多い。
　ここでは、そういった余裕を、重
要な環境ストックと捉え直し、今住
んでいる住民だけの財産ではなく、
将来にわたる住民、市民の資産とし
て考えることを提唱している。  
3-2-1. 駐車場の有り様の再考
　男山団地の場合、あるいはこのよ
うな時期に建設された公的大規模団
地では、住民が使いやすい平面駐車
場が整備されている。しかし、現状
を見てみると、この広大な駐車場ス
ペースのおかげで、周辺市街地との
連続感はまったく分断され、団地は
まるで島状に、地域から遊離してし
まっている。たとえば、（高齢者を
含む）団地住民が利用しやすい形態
のカーシェアリングの導入等によっ
て、駐車場スペースの量と位置、形
状を再考し、現状の駐車ペースを
もっと有効に、生活のスペース、も
しくは団地再生のために転用利用す
ることを考えるべきである（図 3）。
3-2-2. 団地中央の豊かな緑道の有り
　　　様の再考 
　周辺に展開される駐車場の有り様
の再考とあわせ、この中央緑道を市

の公園緑道として移譲もしくは移管
し、地域に開かれた市民の財産とし
て考え直すことが重要である。その
際に、日常の管理などは、関心のあ
る団地内の住民や周辺地域住民によ
るアドプト制度（公的施設財産の日
常的維持管理を愛着ある地域住民に
委ねる制度）の活用などで実施する
ことを想定している（図 4）。
3-2-3. 団地周囲の一般市街との連続
　　    性の確保 
　一般市街地の建物は、道沿いに連
続して両側に建ち並び、結果として、
道の空間を形成し、それが地域の景
観を形成している。しかし、団地で
は、住棟は周辺道路から後退、もし
くは背を向け、市民にとっての気持
ちの良い “ みち ” 空間、すなわち町
並み景観を形成するという視点に欠
けている。団地周囲の駐車場もそう
なのだが、これが周辺市街地との連
続性、連担性に乏しい大きな理由で
もある。ストックを活用しつつ、沿
道性を創出することも団地そのもの
の再生の大きな目標である。周辺市
街地に接する駐車場の環境ストック
としての活用に加え、この点も重要
なポイントである。  
　団地そのものの再生、つまり団地
の持つ構造、仕組みの再編は、単に

（ハードの）デザインだけの問題で
はなく、目指している環境の実現の
ために極めて有効な手法であり、欧
州等の先進事例の多くで、再生ガ
イドラインの重要な要素となってい
る。ストック活用を図りながら、そ
ういった構造への再編を図ること、
実現への筋道を探ることが重要であ
る。 
4. 提案 ver.1（2012）の骨子
１）特に団地東西の駐車場の土地利
用を変更し、現在の通路部分を若干
住棟側に移動した位置に公道を導入
することで、住棟がその公道に接す
るようにする。それぞれの住棟が建
築基準法などの制度上、独立して成
りたつ位置に敷地境界を設定し、敷
地分割を行うことを検討する。その

際に、緑道側に公道に接しない住棟
があるところは、２棟、または複数
棟で敷地を決定し、「連担建築物設
計制度」の再申請をする。この場合
も、制度上、敷地内で独立して成立
することが必要である。
　現状で、擁壁などのレベル差がな
く公道に接している部分は、その公
道に接して分割する。その際に、形
状は同様でも現状の道路が公道でな
い部分は、公道化するように調整す
る必要がある。
　この作業で、可能な限りの小さな
敷地単位への分割が検討されること
になる。　
２）駐車場の周辺市街地側の新たな
土地利用として、その用地を独立住
宅や店舗併用住宅、クリニック併用
住宅などの日常施設用地とし、処分
用地とする。この処分費用を、公道
の整備、住棟の改修、必要最小限の
エレベーターの設置、増築等の共用
部分の費用、および賃貸住戸の専用
部分の改修工事費用補助に充当させ
るというのが基本の考え方である。
ほかにも、敷地周囲の、街区道路に
面する部分の沿道性を高めるために、
利用できるところは、上記と同様の
転用土地利用敷地として検討する。
３）この作業と並行して、団地内の
用地に新たに導入したい施設等に関
して、団地持ち主（ＵＲ）、行政、
地域住民や地域事業者（地域事業候
補者）などが集まり検討する部会を
立ち上げ、検討を開始することによ
り適宜計画案に反映されていく。
４）この段階までは、専門家集団が、
団地の持ち主（UR）や住民と協議
しつつ検討作業を行い、最終的な線
形を決めていくことになる。京都府
や八幡市との相当な協議、作業が必
要となる。
５）こののち、敷地の分割形状をも
とに、たとえば中庭を挿んだコミュ
ニティ単位の形成等、居住者が主体
的に参加できるコミュニティ単位の
明確化などの作業を、住民が主体的
に参加して行う。

図 4.
豊かな緑が熟成された男山団地の緑道

図 3.
男山団地と周辺市街地を分断する駐車場
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と共存していくデザインが求められ
る。量を収容するときの手法とは異
なり、車も景観であり、駐車スペー
スも微気候などの環境基盤を形成す
る要素であるというスタンスが必要
となる。また、従前のストックをコ
ミュニティ単位でどう改修していく
のか。１階部分の障害者や高齢者、
子育て世代対応にバリアフリー化し
ていく手法や、コミュニティ領域の
空間整備の方法、エレベーターの必
要最小限での効果的な設置方法など
が、具体の話として検討される。ま
た、コミュニティ相互の情報交流な
ども行われることで、身近な地域内
での移転なども検討されることにな
る。 

　これを支援する専門家（プラン
ナーや建築家）が、各敷地単位で張
り付くことが必要で、地元もしく
は京都府や大阪府の建築士やプラン
ナーの参加が望まれる。
６）最終的に、そのコミュニティ単
位でどうしても必要な駐車場を、ど
のような形態で敷地内に整備するの
か、従前の住棟をどのように改修し
ていくのかが専門家の支援のもと、
住民参加で行われる。住宅の増築
も法的には可能で、離れだったら木
造での増築も可能となる。カーシェ
アリングの導入等により、駐車ス
ペースの減少を目論んでいるが、同
時に、海外の事例でも見られるよう
に、コミュニティ単位で最小限の車

男山団地における再編のプロセス

住棟数 住戸数

143 4,602 0 4,602 2,570 56%

142 4,582 194 4,776 1,965
（－1） （－20） （+194） （+174）（－605）

128 3,952 330 4,282 1,925
（－14） 住棟除却－510

住棟改修－120
（+136）（－494） （－40）

各欄の（　　）内数字は前段階からの増減数を示す。
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④ コミュニティの再編を住民主体で専門家・行
政の支援を得ながら行う。
⑤②で得た資金を用いて、EV増設や1階でのピロ
ティ設置等既存住棟の改修を行う。
⑥各所で同時多発的に多様なまちへの再生が進行
する。
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図 6. 現況図　　　

図 5. 基準法を満足する敷地単位に分割

図 10. シミュレーション動画で従前従後
　　　を比較（左：従前  ／  右：従後）

図 8. 周辺市街地との連続性に欠ける団地

図 9. 公道を導入し、個別の敷地単位にす
　　 ると共に、戸建て住宅等を配して周
　　 辺との連続性も増す

図 7. 公道を導入し戸建て等も配す


